
 
2026 年 1 月吉日 

チーム各位  
一般社団法人 大阪府サッカー協会 

フットサル委員会 
 

JFA バーモントカップ第 36 回全日本 U-12 フットサル選手権大会大阪府大会について 

 
標記大会を下記要領にて開催いたします。参加を希望されるチームは下記の内容を確認の上、参加手

続きをしてください。 
 

記 
 

大会名称   JFA バーモントカップ第 36 回全日本 U-12 フットサル選手権大会大阪府大会 
 
主  催 公益財団法人 日本サッカー協会 
主  管 一般社団法人 大阪府サッカー協会 
協  力 一般財団法人 日本フットサル連盟  大阪府フットサル連盟 
特別協賛    ハウス食品グループ本社株式会社 
 
日程・会場 2026 年３月 14 日（土）J-Green 堺屋根付きフットサルコート 

2026 年 3 月 15 日（日）J-Green 堺屋根付きフットサルコート 
        2026 年 3 月 28 日（土）マグフットサルスタジアム 

※３月 14 日、３月 15 日は予選リーグ、決勝トーナメント 1 回戦を行う予
定。出場チームはどちらか 1 日程のみ参加となる（抽選の結果による）。 

予選リーグ、決勝トーナメント 1 回戦は帯同審判で行う。 
※3 月 28 日は準々決勝～決勝を行う予定。 
 

参加資格    以下の手続きを、代表者会議までにしておくこと。 
(1) フットサルチームの場合 

① 2026 年度の公益財団法人日本サッカー協会に「フットサル 4 種」の
種別で加盟 登録した単独のチームであること。一つの加盟登録チー
ムから、複数のチームで参加できる。 

② 前項のチームに所属する 2014 年 4 月 2 日以降に生まれた選手である
こと。男女の性別は問わない。 

③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。 
 

 
 
 



(2) サッカーチームの場合  
① 2026 年度の公益財団法人日本サッカー協会に「4 種」または「女子」

の種別で加盟登録した単独のチームであること。一つの加盟登録 チー
ムから、複数のチームで参加できる。 

② 前項のチームに所属する 2014 年 4 月 2 日以降に生まれた選手である
こと。男女の性別は問わない。 

③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。 
（3）1 チームの登録選手は 20 名までとする。また、チーム役員の登録は 4 名

までとする。登録選手またはチーム役員は他のチームに重複して登録す
ることができない。 

（4）公益財団法人日本サッカー協会の本大会登録を行うチームであること（大
会登録票の提出）。 

（5）成人で、チームおよびチーム関係者の行動を掌握できる、引率者がいるこ
と。 

（6）チームまたは個人でスポーツ傷害保険に加入していること。 
 

注意点     (1)競技者の用具について 
 ①ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）は、正の他に副として、

正と色彩が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合
に必ず携行すること（GK を含め４色のユニフォームが必要）。なお、シャツ
の色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別しうるものでなければな
らない（黒色・紺色は認められない）。 

 ②番号は整数の 1 から 99 を使用し、0 は認めない。布貼りの場合は 4 辺を
全て縫い付け、大会本部で許可を得たもののみ認められる。テーピングでの
番号表記は認められない。 

 ③ソックステープの色については問わない。 
 ④アンダーシャツの色は問わない。チーム内で同色のものを着用する。 
 ⑤アンダーショーツの色は問わない。チーム内で同色のものを着用する。 
 ⑥その他、ユニフォームに関する事項については、当該年度の（公財）日本

サッカー協会のユニフォーム規定に則る。 
⑦各チームで、ユニフォーム（シャツ）の正・副の色と明確に異なる色のビ
ブスを交代要員分用意すること。 

 ※上記ユニフォーム規定は本大会の規定であり、全国大会で適用されるもの
ではない。 

⑧J-GREEN 堺でのスパイクシューズ使用は認められない。 
（トレーニングシューズは使用可） 

マグフットサルスタジアムでは、フットサルシューズまたは体育館シュー
ズで、接地面がフラットで白、無色透明または飴色のものに限る。 

（2）ユニフォームに広告を掲示している場合は、公益財団法人日本サッカー協
会から発行された回答書および申請書を携帯すること。 

（3）試合会場の使用規定、役員の指示に従うこと。 

http://www.jfa.jp/documents/pdf/basic/br22.pdf


（4）大会登録票に記載するチーム名は漢字、ひらがな、カタカナであれば問題
ないが、英語など外国語での表記は不可。 

（エフシー → ＦＣは可、おおさか → ＯＳＡＫＡは不可） 
（5）代表者会議以降の大会登録票のチーム役員、選手の追加、変更は原則認め

られない。 
（6）各チームは、2025 年度または 2026 年度（公財）日本サッカー協会公認

フットサル審判員（ユース審判員を除く）の登録を 1 名以上必要とする。 
  ※１人の審判員を複数のチームが帯同審判員として登録することは認めら

れない。 
  ※3 月 14 日、15 日の審判は参加チームの帯同審判員にて担当する。 
  ※2026 年度のフットサル 4 級審判員新規講習会の質問については（一社）

大阪府サッカー協会審判委員会まで問い合わせること。 
（7）2026 年度の JFA のチーム登録、選手登録は 2026 年 2 月中旬より kick off

より登録可能。 
（8）本大会はフットサル競技規則 2025/26 を適用する。 

 
申し込み方法（先着順） 

（1）大阪府フットサル連盟ホームページより新各種必要書類（大会登録票+プ
ライバシーポリシー同意書+チーム保護者同意書）をダウンロードする。 

 
（2）下記振込先に参加費を振り込む。 

【振込先】三菱ＵＦＪ銀行 堂島支店 普通口座№０１９２４８７ 
     一般社団法人 大阪府サッカー協会 

            大会参加費：20,000 円（振込者名には必ずチーム名を記載すること） 

 
（3）参加費の振込後、下記内容を jimu@ofa-futsal.jp へメールを送る。 

①チーム名 ②代表者名 ③代表者の連絡先 ④メールアドレス 
⑤振り込みを完了した日時 

※（一社）大阪府サッカー協会フットサル委員会がチームより送られてきたメ
ールと参加費の入金が確認でき次第、フットサル委員会より申し込み完了の
メールを送信する。それをもって受付が完了したものとする。 

 
（4）ダウンロードした各種書類に必要事項を記入する。 

※大会登録票は代表者会議日までに必要事項を記入し、jimu@ofa-futsal.jp へ

Excel ファイルメールを送る。（チーム登録、選手登録が完了していない場合

は、記載できる部分を記載していただき、ご提出ください。） 
※プライバシーポリシー同意書、チーム保護者同意書、は必要事項を記入し、
大会初日に運営役員へ提出すること。 

 
募集チーム数 24 チーム（先着順） 
 

締切日  2026 年 1 月 30 日（金） 



 
代表者会議 2026 年 2 月 8 日（火） 20：00 ～ 
（抽選会） zoom ミーティングにて開催 

※zoom ミーティングができる設定しておくこと。 
※代表者会議数日前に、別途 zoom ミーティングの URL を代表者に送信す
る。 
 

参加費  20,000 円 
        ※申込後、募集枠を超えた場合を除いて、参加費は如何なる理由があって

   も返金しない。 
 
募集チーム数 24 チーム（先着順） 

※なお、申込数が 24 チームを超えた場合、キャンセル待ち扱いとなる。キ
ャンセル扱い、参加できない場合にはメールでその旨を連絡する（申込金は、
手数料を含め全額返金となる）。 

 
(一社)大阪府サッカー協会： 

  〒550-0004 
大阪市西区靭本町 1 丁目 7 番 25 号 イトーダイ靭本町ビル 6F（HP に地図
有り） 
協会に担当者は常駐しておりませんので、各種問い合わせはメールにてお願いいたしま 

す。お電話でのお問い合わせはお控えください。 
メールアドレス：jimu@ofa-futsal.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jimu@ofa-futsal.jp


肖像権に関する取扱いついて 

2021年 2月 5日 改定 

一般社団法人大阪府サッカー協会（以下「OFA」という）は、OFA が主催する大会及びイベントに
参加または関与する競技者、指導者、審判員その他の関係者の肖像権の取り扱いに関し、以下の通
り対応するものとする。 
 

１、肖像権に関する取り扱い 
   OFA が主催する大会及びイベントに参加または関与する競技者、指導者、審判員その他の関係
者の肖像権は以下のとおり取り扱われるものとし、OFAは大会要項その他において以下の趣旨を記
載して、周知するものとする。 

（１）写真 
① OFA で撮影した写真が、大会運営、広報活動及び販促活動のため、ホームページ、広報誌及
び SNS等で使用されることがある。 

② OFA に認められた企業、団体及び報道機関等によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書
及び関連ホームページ等で公開されることがある。 

③ OFA に認められた提携写真事業者によって撮影された写真が、「参加者向け写真販売サービス
（ウェブサイトを通じた通信販売を含む）」で使用されることがある。 

（２）映像 
① OFA で撮影した動画が、大会運営、広報活動及び販促活動のため、ホームページや SNS等
で使用されることがある。 

② OFA に認められた企業、団体及び報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放映及
びイン ターネットによって配信されることがある。また、DVD 等に編集され、販売・配付されることが
ある。 

（３）競技者及び指導者等の承諾 
競技者、その保護者（親権者）及び指導者は、参加チームが大会等に参加申込をしエントリ

ーをした時点で、上記（１）（２）の取り扱いにつき承諾したものとする。名目の如何に問わず
一切の対価を請求しない。 

（４）その他関係者の承諾 
審判員、大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、OFA と大会に関する

契約をしている者及び大会運営関係者は、上記（１）（２）の取り扱いにつき承諾をしたものと
する。名目の如何に問わず一切の対価を請求しない。 

２、OFAの対応 
OFAは上記１（１）（２）の目的以外には写真、映像を使用しないことを徹底し、厳正なる

管理のもとに保管する。 
以上 


